
   東京都台東区まちづくりに係る総合的な条例施行規則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、東京都台東区まちづくりに係る総合的な条

例（令和８年３月台東区条例第１号。以下「条例」という。)の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用す

る用語の例による。 

（登録まちづくり活動グループの登録） 

第３条 条例第７条第２項に規定する申請は、登録まちづくり活

動グループ登録申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添え

て、東京都台東区長（以下「区長」という。）に提出するものと

する。 

(１) 構成員の名簿 

(２) 活動の対象となる地区を示す図面 

(３) 会則又は規約 

(４) 活動計画書 

(５) その他区長が必要と認める書類 

（登録まちづくり活動グループの登録要件） 

第４条 条例第７条第３項に規定する規則で定める要件は、次に

掲げるものとする。 

(１) 構成員が５人以上であること。 

(２) 活動の対象となる地区の全部又は一部が台東区内にある

こと。 



(３) 具体的かつ継続的な活動の計画を策定していること。 

(４) 政治活動、宗教活動又は公の秩序若しくは善良の風俗に

反する活動を行わないこと。 

（登録まちづくり活動グループへの登録に関する通知） 

第５条 区長は、条例第７条第２項に規定する登録の申請があっ

たときは、その内容を審査し、登録の可否について登録まちづ

くり活動グループ登録可否決定通知書（第２号様式）により、

当該団体に通知するものとする。 

（登録まちづくり活動グループに関する事項の公表） 

第６条 条例第７条第４項に規定する登録まちづくり活動グルー

プに関する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 登録まちづくり活動グループの名称 

(２) 登録期間 

(３) 活動の目的、活動の対象となる地区及び活動内容 

(４) その他区長が必要と認める事項 

２ 条例第７条第４項に規定する公表は、前項に掲げる事項を台

東区公式ホームページへ掲載する等の方法により行うものとす

る。 

（登録まちづくり活動グループの登録期間） 

第７条 条例第７条第５項に規定する登録期間は、区長が登録ま

ちづくり活動グループに登録した日の属する年度の翌年度の末

日までとする。 

（登録まちづくり活動グループの登録期間の延長） 

第８条 条例第８条第１項に規定する登録期間の延長の申請は、

登録まちづくり活動グループ登録期間延長申請書（第３号様式）



に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 構成員の名簿 

(２) 活動の対象となる地区を示す図面 

(３) 会則又は規約 

(４) 活動報告書 

(５) 活動計画書 

(６) その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、登録期間の満了の日の３０日前までに行うも

のとする。 

（登録まちづくり活動グループへの登録期間の延長に関する通知） 

第９条 区長は、条例第８条第１項に規定する登録期間の延長の

申請があったときは、その内容を審査し、登録期間の延長の可

否について登録まちづくり活動グループ登録期間延長可否決定

通知書（第４号様式）により、当該登録まちづくり活動グルー

プに通知するものとする。 

（登録まちづくり活動グループの登録期間の延長に関する事項の

公表） 

第１０条 第６条の規定は、条例第８条第３項に規定する登録ま

ちづくり活動グループに関する事項の公表について準用する。 

（登録まちづくり活動グループの登録内容の変更） 

第１１条 条例第９条第１項に規定する登録の内容の変更の申請

は、登録まちづくり活動グループ登録内容変更申請書（第５号

様式）に、次に掲げるもののうち変更が生ずる事項を証するも

のを添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 活動の対象となる地区を示す図面 



(２) 活動計画書 

(３) その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、登録の内容を変更する日の３０日前までに行

うものとする。 

（登録まちづくり活動グループへの登録内容の変更に関する通知） 

第１２条 区長は、条例第９条第１項に規定する変更の申請があ

ったときは、その内容を審査し、変更の可否について登録まち

づくり活動グループ登録内容変更可否決定通知書（第６号様式)

により、当該登録まちづくり活動グループに通知するものとす

る。 

（登録まちづくり活動グループの登録内容の変更に関する事項の

公表） 

第１３条 条例第９条第３項に規定する登録まちづくり活動グル

ープに関する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 登録まちづくり活動グループの名称 

(２) 活動の対象となる地区 

(３) 登録内容の変更の概要 

２ 第６条第２項の規定は、条例第９条第３項に規定する公表に

ついて準用する。 

（登録まちづくり活動グループの登録の取消し） 

第１４条 条例第１０条第１項第１号に規定する届出は、登録ま

ちづくり活動グループ登録取消届出書（第７号様式）により行

うものとする。 

（登録まちづくり活動グループへの登録の取消しに関する通知） 

第１５条 区長は、条例第１０条第１項の規定による登録の取消



しを行ったときは、登録まちづくり活動グループ登録取消通知

書（第８号様式）により、当該登録まちづくり活動グループに

通知するものとする。 

（登録まちづくり活動グループの登録の取消しに関する事項の公

表） 

第１６条 条例第１０条第２項の規定により公表する事項は、次

に掲げるものとする。 

(１) 登録まちづくり活動グループの名称 

(２) 登録の取消し年月日 

(３) 登録の取消し理由 

２ 第６条第２項の規定は、条例第１０条第２項に規定する公表

について準用する。 

（認定まちづくり団体の認定） 

第１７条 条例第１３条第２項に規定する申請は、認定まちづく

り団体認定申請書（第９号様式）に次に掲げる書類を添えて、

区長に提出するものとする。 

(１) 構成員の名簿 

(２) 活動地区を示す図面 

(３) 会則又は規約 

(４) 活動計画書 

(５) 認定まちづくり団体の認定に関する活動地区の区民等へ

の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類 

(６) 予算書、決算書その他収支状況がわかる書類 

(７) その他区長が必要と認める書類 

（認定まちづくり団体の認定要件） 



第１８条 条例第１３条第３項第４号に規定する規則で定める要

件は、次に掲げるものとする。 

(１) 構成員が１０人以上であること。 

(２) 活動地区が、歴史的、文化的又は地理的に一体性がある

こと。 

(３) 具体的かつ継続的な活動の計画を策定していること。 

(４) 政治活動、宗教活動又は公の秩序若しくは善良の風俗に

反する活動を行わないこと。 

（認定まちづくり団体への認定に関する通知） 

第１９条 区長は、条例第１３条第２項に規定する認定の申請が

あったときは、その内容を審査し、認定の可否について認定ま

ちづくり団体認定可否決定通知書（第１０号様式）により、当

該団体に通知するものとする。 

（認定まちづくり団体に関する事項の公表） 

第２０条 条例第１３条第４項に規定する認定まちづくり団体に

関する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 認定まちづくり団体の名称及び所在地 

(２) 認定期間 

(３) 活動の目的、活動地区及び活動計画の概要 

(４) その他区長が必要と認める事項 

２ 第６条第２項の規定は、条例第１３条第４項に規定する公表

について準用する。 

（認定まちづくり団体の認定期間） 

第２１条 条例第１３条第５項に規定する認定期間は、当該認定

まちづくり団体を認定した日から９年を経過した日の属する年



度の末日までとする。 

（認定まちづくり団体の認定期間の延長） 

第２２条 条例第１４条第１項に規定する認定期間の延長の申請

は、認定まちづくり団体認定期間延長申請書（第１１号様式）

に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 構成員の名簿 

(２) 活動地区を示す図面 

(３) 会則又は規約 

(４) 活動報告書 

(５) 活動計画書 

(６) 認定まちづくり団体の認定期間の延長に関する活動地区

の区民等への説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書

類 

(７) 予算書、決算書その他収支状況がわかる書類 

(８) その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、認定期間の満了の日の９０日前までに行うも

のとする。 

（認定まちづくり団体への認定期間の延長に関する通知） 

第２３条 区長は、条例第１４条第１項に規定する認定期間の延

長の申請があったときは、その内容を審査し、認定期間の延長

の可否について認定まちづくり団体認定期間延長可否決定通知

書（第１２号様式）により、当該認定まちづくり団体に通知す

るものとする。 

（認定まちづくり団体の認定期間の延長に関する事項の公表） 

第２４条 第６条第２項及び第２０条第１項の規定は、条例第１



４条第３項に規定する認定まちづくり団体に関する事項の公表

について準用する。 

（認定まちづくり団体の認定内容の変更） 

第２５条 条例第１５条第１項に規定する認定の内容の変更の申

請は、認定まちづくり団体認定内容変更申請書（第１３号様式）

に、次に掲げるもののうち変更が生じる事項を証するものを添

えて、区長に提出するものとする。 

(１) 活動地区を示す図面 

(２) 活動計画書 

(３) その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、認定の内容を変更する日の９０日前までに行

うものとする。 

（認定まちづくり団体への認定内容の変更に関する通知） 

第２６条 区長は、条例第１５条第１項に規定する変更の申請が

あったときは、その内容を審査し、変更の可否について認定ま

ちづくり団体認定内容変更可否決定通知書（第１４号様式）に

より、当該認定まちづくり団体に通知するものとする。 

（認定まちづくり団体の認定内容の変更に関する事項の公表） 

第２７条 条例第１５条第３項に規定する認定まちづくり団体に

関する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 認定まちづくり団体の名称及び所在地 

(２) 活動地区 

(３) 認定内容の変更の概要 

２ 第６条第２項の規定は、条例第１５条第３項に規定する公表

について準用する。 



（認定まちづくり団体の認定の取消し） 

第２８条 条例第１６条第１項第１号に規定する届出は、認定ま

ちづくり団体認定取消届出書（第１５号様式）により行うもの

とする。 

（認定まちづくり団体への認定の取消しに関する通知） 

第２９条 区長は、条例第１６条第１項の規定による認定の取消

しを行ったときは、認定まちづくり団体認定取消通知書（第１

６号様式）により、当該認定まちづくり団体に通知するものと

する。 

（認定まちづくり団体の認定の取消しに関する事項の公表） 

第３０条 条例第１６条第３項の規定により公表する事項は、次

に掲げるものとする。 

(１) 認定まちづくり団体の名称及び所在地 

(２) 活動地区 

(３) 認定の取消し年月日 

(４) 認定の取消し理由 

２ 第６条第２項の規定は、条例第１６条第３項に規定する公表

について準用する。 

（地区まちづくり方針原案の提案） 

第３１条 条例第１９条第１項に規定する提案は、地区まちづく

り方針原案の提案書（第１７号様式）に次に掲げる書類を添え

て、区長に提出するものとする。 

(１) 地区まちづくり方針原案 

(２) 地区まちづくり方針原案の対象となる地区を示す図面 

(３) 地区まちづくり方針原案に係る地区の区民等への説明並



びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類 

(４) その他区長が必要と認める書類 

（地区まちづくり方針原案の要件） 

第３２条 条例第２０条第１項第３号に規定する規則で定める要

件は、次に掲げるものとする。 

(１) 地区まちづくり方針原案の対象となる地区が、歴史的、

文化的又は地理的に一体性があること。 

(２) 地区まちづくり方針原案の対象となる地区の魅力向上に

資する内容であること。 

(３) 地区まちづくりに関する目標、方針等の実現に向けた具

体的な取組を定めていること。 

(４) 特定の個人又は団体の利益の増進又は権利の制限を目的

とするものでないこと。 

(５) 特定の事業又は計画を変更し、中止し、又は遅延させる

ことを目的とするものでないこと。 

（地区まちづくり方針の策定の可否の公表） 

第３３条 条例第２０条第２項に規定する規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 地区まちづくり方針原案の名称及び対象となる地区 

(２) 地区まちづくり方針原案の概要 

２ 第６条第２項の規定は、条例第２０条第２項に規定する公表

について準用する。 

（地区まちづくり方針の案に対する区民等からの意見聴取） 

第３４条 条例第２０条第３項に規定する区民等からの意見聴取

は、地区まちづくり方針の案に対する意見書（第１８号様式）



により行うものとする。 

２ 前項の意見聴取の期間は、地区まちづくり方針の案の公表を

した日から３週間とする。 

３ 前項の公表は、次に掲げる事項が記載された資料を台東区公

式ホームページへ掲載する等の方法により行うものとする。 

(１) 地区まちづくり方針の案 

(２) 地区まちづくり方針の案の対象となる地区 

(３) その他区長が必要と認める事項 

（地区まちづくり方針の公表） 

第３５条 第６条第２項の規定は、条例第２０条第５項に規定す

る公表について準用する。 

（地区まちづくり方針の変更） 

第３６条 第３１条の規定は、条例第２１条第２項に規定する新

たな地区まちづくり方針原案の提案について準用する。この場

合において、第３１条中「地区まちづくり方針原案の提案書（第

１７号様式）」とあるのは「新たな地区まちづくり方針原案の提

案書（第１９号様式）」と、同条第１号、第２号及び第３号中「地

区まちづくり方針原案」とあるのは「新たな地区まちづくり方

針原案」と読み替えるものとする。 

（変更案の公表及び変更案に対する区民等からの意見聴取） 

第３７条 第３４条の規定は、条例第２１条第４項に規定する変

更案の公表及び区民等からの意見聴取について準用する。この

場合において、第３４条第１項中「地区まちづくり方針の案に

対する意見書（第１８号様式）」とあるのは「地区まちづくり方

針の変更案に対する意見書（第２０号様式）」と、同条第２項並



びに第３項第１号及び第２号中「地区まちづくり方針の案」と

あるのは「変更案」と読み替えるものとする。 

（変更案に対する認定まちづくり団体からの意見聴取） 

第３８条 条例第２１条第４項に規定する認定まちづくり団体か

らの意見聴取は、地区まちづくり方針の変更案に対する意見書

により行うものとする。 

（地区まちづくり方針の変更の内容の公表） 

第３９条 第６条第２項の規定は、条例第２１条第６項に規定す

る公表について準用する。 

（地区まちづくりルールの認定） 

第４０条 条例第２２条第１項に規定する認定の申請は、地区ま

ちづくりルール認定申請書（第２１号様式）に次に掲げる書類

を添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 地区まちづくりルールの案 

(２) 地区まちづくりルールの対象となる地区の位置を示す図

面 

(３) 地区まちづくりルールに係る地区の区民等への説明並び

に意見聴取の経緯及び内容に関する書類 

(４) その他区長が必要と認める書類 

（地区まちづくりルールの認定要件） 

第４１条 条例第２２条第３項に規定する規則で定める要件は、

次に掲げるものとする。 

(１) 地区まちづくりルールの対象となる地区が、歴史的、文

化的又は地理的に一体性があること。  

(２) 地区まちづくりルールの対象となる地区の市街地の環境



形成に関する事項であること。 

(３) 特定の個人又は団体の利益の増進又は権利の制限を目的

とするものでないこと。 

(４) 特定の事業又は計画を変更し、中止し、又は遅延させる

ことを目的とするものでないこと。 

(５) 地区まちづくりルールの対象となる地区の現況に照らし、

区民等、当該地区に属する土地又は建築物の所有者及び事業

者に対して過重な負担となる事項を定めるものでないこと。 

（地区まちづくりルールの認定に関する通知） 

第４２条 区長は、条例第２２条第１項に規定する認定の申請が

あったときは、その内容を審査し、認定の可否について地区ま

ちづくりルール認定可否決定通知書（第２２号様式）により、

当該認定まちづくり団体に通知するものとする。 

（地区まちづくりルールの認定等の公表） 

第４３条 第６条第２項の規定は、条例第２２条第４項に規定す

る公表について準用する。 

（地区まちづくりルールの運用状況等の報告） 

第４４条 条例第２３条第２項に規定する報告は、毎年度行うも

のとし、当該年度の終了の日の翌日から起算して６０日以内に、

同年度の活動状況を記載した地区まちづくりルール運用状況等

報告書（第２３号様式）を区長に提出するものとする。 

（認定まちづくり団体との協議対象事項） 

第４５条 条例第２５条第１項に規定する規則で定める行為は、

次に掲げるものとする。 

(１) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１４



号に規定する大規模の修繕 

(２) 建築基準法第２条第１５号に規定する大規模の模様替 

（協議結果の届出） 

第４６条 条例第２５条第２項に規定する届出は、地区まちづく

りルールに関する協議結果届出書（第２４号様式）に次に掲げ

る書類を添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 位置図 

(２) 計画の概要がわかる書類 

(３) 認定まちづくり団体との協議結果の記録 

(４) その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の届出は、建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２

第１項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請

又は同法第１８条第２項若しくは第４項の規定による計画の通

知の前日までに行うものとする。 

（地区まちづくりルールの変更） 

第４７条 第４０条の規定は、条例第２６条第１項に規定する変

更の申請について準用する。この場合において、第４０条中「地

区まちづくりルール認定申請書（第２１号様式）」とあるのは「地

区まちづくりルール変更認定申請書（第２５号様式）」と、同条

第１号中「地区まちづくりルールの案」とあるのは「地区まち

づくりルールの変更案」と、同条第２号及び第３号中「地区ま

ちづくりルール」とあるのは「変更しようとする地区まちづく

りルール」と読み替えるものとする。 

（地区まちづくりルールの変更に関する通知） 

第４８条 区長は、条例第２６条第１項に規定する変更の申請が



あったときは、その内容を審査し、変更の可否について地区ま

ちづくりルール変更認定可否決定通知書（第２６号様式）によ

り、当該認定まちづくり団体に通知するものとする。 

（地区まちづくりルールの変更の認定等の公表） 

第４９条 第６条第２項の規定は、条例第２６条第３項に規定す

る公表について準用する。 

（地区まちづくりルールの認定の取消し） 

第５０条 条例第２７条第１項に規定する届出は、地区まちづく

りルール認定取消届出書（第２７号様式）に次に掲げる書類を

添えて、区長に提出するものとする。 

(１) 認定を取り消そうとする地区まちづくりルールに係る地

区の区民等への説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する

書類 

(２) その他区長が必要と認める書類 

（地区まちづくりルールの認定の取消しに関する通知） 

第５１条 区長は、条例第２７条第３項の規定による認定の取消

しを行ったときは、地区まちづくりルール認定取消通知書（第

２８号様式）により、当該認定まちづくり団体に通知するもの

とする。 

（地区まちづくりルールの認定の取消しの公表） 

第５２条 第６条第２項の規定は、条例第２７条第５項に規定す

る公表について準用する。 

（建築構想の届出） 

第５３条 条例第２９条第１項に規定する届出は、建築構想・建

築計画届出書（第２９号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長



に提出するものとする。 

(１) 土地の案内図、位置図及び土地の利用現況を示す書類 

(２) 土地及びその周辺の土地の現況を撮影した写真 

(３) 建築しようとする建築物の配置図、平面図及び立面図  

(４) 建築しようとする建築物に係る敷地の登記の全部事項証

明書 

(５) その他区長が必要と認める書類 

２ 建築物に係る敷地が条例第２９条第１項第１号及び第２号に

規定する用途地域の両方に属する場合は、当該敷地の過半が属

する用途地域に敷地の全部が属するものとみなして、同項の規

定を適用する。 

（建築構想の公表） 

第５４条 条例第２９条第３項に規定する規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 建築構想を届け出た事業者の名称、所在地及び代表者氏

名 

(２) 建築構想に係る建築物の所在地 

(３) 建築構想の概要 

２ 第６条第２項の規定は、条例第２９条第３項に規定する公表

について準用する。 

（建築構想に対する区民等からの意見の提出） 

第５５条 条例第２９条第４項に規定する区民等からの意見の提

出は、建築構想に対する意見書（第３０号様式）により行うも

のとする。 

２ 前項の意見の提出の期間は、建築構想の公表をした日から３



週間とする。 

（建築構想に対する認定まちづくり団体の意見聴取） 

第５６条 条例第２９条第５項に規定する認定まちづくり団体の

意見聴取に対する回答は、建築構想に対する意見書により行う

ものとする。 

（建築計画の届出） 

第５７条 条例第３０条第１項に規定する建築計画の届出は、建

築構想・建築計画届出書に次に掲げる書類を添えて、区長に提

出するものとする。 

(１) 第５３条第１項各号に掲げる書類 

(２) 条例第３０条第６項に規定する用途の内容を示した書類 

（建築計画の公表） 

第５８条 第６条第２項及び第５４条第１項の規定は、条例第３

０条第２項に規定する公表について準用する。この場合におい

て、第５４条第１項中「建築構想」とあるのは、「建築計画」と

読み替えるものとする。 

（建築計画に対する区民等からの意見の提出） 

第５９条 第５５条の規定は、条例第３０条第３項に規定する区

民等からの意見の提出について準用する。この場合において、

第５５条第１項中「建築構想に対する意見書（第３０号様式）」

とあるのは「建築計画に対する意見書（第３１号様式）」と、同

条第２項中「建築構想」とあるのは「建築計画」と読み替える

ものとする。 

（建築計画に対する認定まちづくり団体の意見聴取） 

第６０条 第５６条の規定は、条例第３０条第４項に規定する認



定まちづくり団体の意見聴取に対する回答について準用する。

この場合において、第５６条中「建築構想に対する意見書」と

あるのは、「建築計画に対する意見書」と読み替えるものとする。  

（建築計画に対する協議） 

第６１条 条例第３０条第６項の規定による協議は、建築計画に

対する協議書（第３２号様式）により行うものとする。 

（建築計画の協議結果の公表） 

第６２条 第６条第２項の規定は、条例第３０条第７項に規定す

る公表について準用する。 

（建築構想及び建築計画の変更） 

第６３条 条例第３１条第１項に規定する変更の届出は、建築構

想・建築計画変更届出書（第３３号様式）に変更内容を証する

書類を添えて、区長に提出するものとする。 

（建築構想及び建築計画の中止） 

第６４条 条例第３１条第１項に規定する中止の届出は、建築構

想・建築計画中止届出書（第３４号様式）により行うものとす

る。 

（建築構想及び建築計画の軽微な変更） 

第６５条 条例第３１条第２項ただし書に規定する軽微な変更は、

次に掲げる事項の変更とする。 

(１) 事業者の名称、所在地及び代表者氏名 

(２) 建築構想又は建築計画の規模、用途、配置その他の基本

的要素に影響を及ぼさない事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長がその内容の変更が軽

微であると認める事項 



（建築構想及び建築計画の中止の公表） 

第６６条 条例第３１条第３項に規定する規則で定める事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 事業者の名称、所在地及び代表者氏名 

(２) 中止する建築構想又は建築計画の概要 

２ 第６条第２項の規定は、条例第３１条第３項に規定する公表

について準用する。 

（建築構想及び建築計画に対する確認又は協議の通知） 

第６７条 条例第３２条第１項の規定による通知は、建築構想確

認結果・建築計画協議終了通知書（第３５号様式）により行う

ものとする。 

（適用除外） 

第６８条 条例第３３条第３号に規定する規則で定める建築は、

同条第１号又は第２号に規定する建築物に準ずるものと区長が

認めるものとする。 

（公 表） 

第６９条 条例第３５条第２項の規定により公表する事項は、次

に掲げるものとする。 

(１) 条例第３５条第１項の勧告を受けた事業者の名称、所在

地及び代表者氏名 

(２) 当該勧告の内容 

２ 第６条第２項の規定は、条例第３５条第２項に規定する公表

について準用する。 

（委 任） 

第７０条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定め



る。 

   付 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第５３

条から第６８条までの規定は、令和８年１０月１日から施行する。 


